
行政トピックス

①
終
身
保
障
制
度
で
す
。

　

国
民
年
金
は
、国
が
責
任
を
持
っ

て
運
営
す
る
公
的
年
金
で
す
。

　

き
ち
ん
と
保
険
料
を
納
め
て
い

れ
ば
、
受
給
開
始
か
ら
生
涯
に
わ

た
っ
て
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
る
終
身
保
障
制
度

で
す
。

＊�

老
齢
基
礎
年
金
は
、
原
則
と
し

て
保
険
料
を
納
め
た
期
間（
免
除

さ
れ
て
い
た
期
間
を
含
む
）が
通

算
25
年
以
上
あ
る
方
が
、
65
歳

に
達
し
た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

②�

万
が
一
の
と
き
の
た
め
に
…

　

国
民
年
金
に
は
、
老
齢
基
礎
年

金
以
外
に
、
障
害
基
礎
年
金
、
遺

族
基
礎
年
金
が
あ
り
ま
す
。

　

障
害
基
礎
年
金
は
、
加
入
し
て

い
る
方
が
け
が
や
病
気
で
重
い
障

害
が
残
っ
た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

　

ま
た
、
遺
族
基
礎
年
金
は
、
加

入
し
て
い
る
方
が
万
が
一
、
子
ど

も
を
残
し
て
亡
く
な
っ
た
と
き
に

な
ど
、
一
定
の
条
件
の
下
で
支
払

わ
れ
る
も
の
で
す
。

＊�

障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年

金
は
、
国
民
年
金
法
の
定
め
に

よ
り
、
社
会
保
険
庁
が
審
査
お

よ
び
決
定
を
行
い
ま
す
。
加
入

や
保
険
料
納
付
の
状
況
、
障
害

の
程
度
な
ど
に
よ
っ
て
は
、
該

当
し
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
③�

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

は
、社
会
保
険
庁
が
直
接
、

管
理
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
19
年
度
の
国
民
年
金
保
険

料
は
、
月
額
１
万
４
１
０
０
円（
年

額
16
万
９
２
０
０
円
）で
、
納
付
期

限
は
該
当
す
る
月
の
翌
月
末（（
例
）

４
月
分
は
５
月
末
日
ま
で
が
納
付

期
限
）に
な
っ
て
い
ま
す
。

＊�

市
役
所
で
は
国
民
年
金
保
険
料
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
社
会
保
険
庁
が
指
定
し

た
場
所
へ
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
各
年
中
に
納
付
さ
れ
た

国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
の
、

社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
も
社

会
保
険
庁
が
発
行
し
ま
す
。

④�

現
況
届
な
ど
で
の
住
民
票

コ
ー
ド
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て
は
…

　

社
会
保
険
庁
か
ら
、
住
民
票
コ
ー

ド
の
通
知
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
通
知
を
行
わ

な
い
こ
と
で
年
金
の
支
払
い
が
止

ま
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

ま
で
通
り
、
現
況
届
を
提
出
す
れ

ば
大
丈
夫
で
す
。

　

な
お
、
住
民
票
コ
ー
ド
を
社
会

保
険
庁
へ
通
知
し
た
い
が
、
住
民

票
コ
ー
ド
が
わ
か
ら
な
い
場
合
は
、

本
人
ま
た
は
同
じ
世
帯
の
方
に
限

り
、
市
役
所
２
階
市
民
課
ま
た
は

各
支
所
市
民
福
祉
課
に
来
ら
れ
た

方
の
本
人
確
認
証
明（
官
公
署
が
発

行
す
る
顔
写
真
入
り
の
証
明
も
し

く
は
健
康
保
険
証
）を
お
持
ち
に
な

り
、
住
民
票
コ
ー
ド
入
り
の
住
民

票
を
取
得
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

よ
り
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

＊�

本
人
確
認
証
明
に
つ
い
て
、
詳

し
く
は
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

�

⑤�

国
民
年
金
保
険
料
に
は
、

前
納
割
引
な
ど
の
制
度
が

あ
り
ま
す
。

⑥�

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制

度
が
あ
り
ま
す
。

　

学
生
や
失
業
な
ど
で
収
入
が
少

な
く
、
ど
う
し
て
も
納
め
ら
れ
な

い
場
合
は
、｢

全
額
免
除｣

、｢

四

分
の
三
免
除｣

、｢

半
額
免
除｣

、

｢

四
分
の
一
免
除｣

、｢

納
付
猶
予

（
30
歳
未
満
対
象
）｣

、｢

学
生
納

付
特
例｣

な
ど
の
制
度
が
あ
り
ま

す
の
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

＊�

社
会
保
険
庁
に
よ
る
所
得
審
査

が
あ
り
ま
す
。

前納した月 納付方法 納付額 割引額

12 カ月分
（１年分）

月々毎に納付する 169,200 円 ０円

５月１日までに、平成19 年４月分～平成
20 年３月分の１年分をまとめて納付する

166,200 円 3,000 円

６カ月分
（半年分）

月々毎に納付する 84,600 円 ０円

５月１日までに、平成19 年４月～９月分
の半年分をまとめて納付する

83,910 円 690 円

〜
老
後
の
た
め
だ
け
で
な
く
、

「
万
が
一
」
の
た
め
に
も
〜

▼川内社会保険事務所
　　 0996（22）5276

▼  本庁市民課住民グループ（内線
2544・2545）および各支 所市
民福祉課

問��合��先
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